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               新                 旧 備考 

第 17 条（対象暗号資産の受領・送付） 

（省略） 

４ 前項に基づく対象暗号資産の送付にあたっては、ユーザーは、法令

等に従い、以下に定める「受取⼈に係る情報」及び当社が対象暗号

資産の送付に関するリスク評価を⾏うために必要な情報（以下「必

要情報」といいます。）を、それぞれ提供していただく必要があり

ます。 

 

 

 

① 受取⼈の暗号資産アドレス 

② 受取⼈がユーザー本⼈か本⼈以外かの別 

③ 受取⼈が本⼈以外の場合、受取⼈の⽒名及び住所（法⼈の場合

は法⼈名及び所在地） 

④ ①が暗号資産交換業者の管理するアドレスか否かの別 

第 17 条（対象暗号資産の受領・送付） 

（省略） 

４ 前項に基づく対象暗号資産の送付にあたっては、ユーザーは、

⼀般社団法⼈⽇本暗号資産取引業協会が定める「暗号資産交換業

にかかるマネー・ローンダリング及びテロ資⾦供与対策に関する

規則」（以下「⾃主規制規則」といいます。）及び外国為替及び外

国貿易法その他各種法令等に従い、以下に定める「受取⼈に係る

情報」及び当社が対象暗号資産の送付に関するリスク評価を⾏う

ために必要な情報（以下「必要情報」といいます。）を、それぞ

れ提供していただく必要があります。 

① 受取⼈の暗号資産アドレス 

② 受取⼈がユーザー本⼈か本⼈以外かの別 

③ 受取⼈が本⼈以外の場合、受取⼈の⽒名及び住所（法⼈の

場合は法⼈名及び所在地） 

④ ①が暗号資産交換業者の管理するアドレスか否かの別 

 

 

 

 

 

 

（削除） 
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⑤ 受取先暗号資産交換業者がある場合はその名称及び所在地  

 

 

⑥ 送付の⽬的 

⑦ その他当社が当該送付のリスク評価のために必要と判断した

事項 

⑤ ①が暗号資産交換業者の管理するアドレスもしくは規制対

象外国暗号資産交換業者に該当しない外国所在事業者の管

理するアドレスの場合、その名称及び所在地  

⑥ 送付の⽬的 

 

（削除） 

 

 

 

（追加） 

６   本条第 3 項に基づく暗号資産の送付のうち、当該申請に係る送付

先が暗号資産交換業者等（資⾦決済に関する法律第 2 条第 9 項に

規定する「外国暗号資産交換業者」を含む。）の管理するアドレス

の場合には、当社が、法令等の定めに従い、送付先暗号資産交換業

者に送付依頼⼈を確認させることを⽬的として取引内容を確認す

るために、以下に定める「送付依頼⼈情報」を提供することに同意

したものとみなします。 

① ユーザーの⽒名（法⼈の場合は名称） 

② ユーザーの暗号資産アドレス 

６ 本条第 3 項に基づく暗号資産の送付のうち、当該申請に係る送

付先が暗号資産交換業者等（資⾦決済に関する法律第 2 条第 9

項に規定する「外国暗号資産交換業者」を含む。）の管理するア

ドレスの場合には、当社が、送付依頼⼈を確認すること及びマ

ネー・ローンダリング防⽌等を⽬的として取引内容を確認する

ために、以下に定める「送付依頼⼈情報」を提供することに同

意したものとみなします。 

① ユーザーの⽒名（法⼈の場合は名称） 

② ユーザーの暗号資産アドレス 

 

 

 

（変更） 
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③ ユーザーの住所（法⼈の場合は本店⼜は主たる事務所の所在

地） 

 

③ ユーザーの住所（法⼈の場合は本店⼜は主たる事務所の所

在地）⼜は顧客識別番号  

④  その他当社が当該送付のリスク評価のため必要と判断し

た事項 

 

（削除） 

（削除） 

以上 
 


